
 

 

令和 4 年度事業報告書 

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

 

特定非営利活動法人 京都中部権利擁護センター京花園 

 

1 事業の成果 

 令和 4 年会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症により厳しい状況

がワクチン接種の拡大等により徐々に緩和されつつあるものの、依然として予断を許さな

い状況となっています。 

 このような環境の中、当期においては、各事業は次の表のとおりとなりました。 

事業の実施状況 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額 

（単位：千円） 

①障害者の金銭

財産管理及び

法律的行為 

 

障害者年金受給者の年金管理 (A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)4人 

(D)入所者 

(E)3人 

62 

 

②福祉サービス

の利用契約代

行 

活動サポーター利用者への支援 

（利用者 26人、164時間） 

 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)10人 

(D)入所者 

(E)26人 

 

335 

 

③障害者の日常

生活サポート 

入所者の衣類入替購入 

入所者の病棟内小口現金管理事業 

 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)7人 

(D)入所者 

(E)衣類 92人 

小口現金 54人 

2,713 

 

 

④福祉サービス

の内容評価・苦

情処理 

 

圏域内の各種福祉サ－ビス内容に 

ついて福祉サ－ビス提供者と契約 

を締結、第三者評価を行うと共に 

福祉サービス利用者や家族の苦情 

を受付け、必要時には調整 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)0人 

 

(D)圏域内の 

障害者とそ 

の家族 

(E)0人 

0 

⑤福祉サービス

の情報提供 

圏域内の障害児者本人及び家族に 

対して各種の福祉サービスや福祉 

制度について資料等での情報提供 

･成年後見人相談業務 

 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)4人 

(D)圏域内の 

障害者とそ 

の家族 

(E)2人 

0 



 

 

⑥地域における

福祉・人権啓発

及び共生 

圏域内の住民を対象として障害 

児者の人権に関するテーマで啓発 

活動 

（地域福祉を考える集い協賛） 

理事 上田具美子氏による講演 

(A)1月 

(B)ガレリアかめ

おか 

(C)6人 

(D)圏域内の 

住民 

(E)42人 

5 

 

 

⑦その他本法人

の目的を達成

するために必

要な事業 

保護者会・後援会の事務全般 (A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)3人 

(D)保護者会・

後援会の会員 

(E)400人 

2,450 

 

                                 事業費の計   5,565千円  

 （2）会員の状況   （3月 31日現在） 

会員          正会員  123 名 (2 名増、8 名減) 

 賛助会員  8 名（1 名増、2 名減） 

（3）社員総会の開催状況 

 令和 4 年度通常総会 

 （日 時） 令和 4 年 5 月 29 日 10 時 00 分から 11 時 

 （場 所） 京都府亀岡市余部町宝久保 1-1 

       ガレリアかめおか 2 階研修室 

 （社員総数）128 名 

 （出席者数）102 名（うち書面議決 92 名） 

 （内 容） 第 1 号議案 令和 3 年度事業報告書（案）について 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

第 2 号議案 令和 3 年度活動計算書（案）について 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

第 3 号議案 令和 4 年度事業計画書（案）について 

審議の結果、原案のとおり可決承認 

第 4 号議案 令和 4 年度活動予算書（案）について 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

第 5 号議案 定款一部変更（案）について 

        本件は、定款第 51 条の規定に基づき、総会に出席した正会員の 4 分の 3

以上の多数による議決を経て、原案のとおり承認されました。 

 可決事項 定款第 13 条の 2 理事のうち、１人を理事長、１人以上 

 ２人以内を副理事長とする。 

第 6 号議案 理事 6 名及び監事 2 名選任について 

        本件は原案のとおり承認され、理事に伊藤修、向井純一、上田具美子、 

        奥田和夫、木村重之、森夫佐子、監事に貴志彰、藤木ひとみが就任しま

した。 

  

 

 

 



 

 

令和 4 年臨時社員総会 

  （日 時） 令和 4 年 11 月 15 日 10 時 00 分 

 （場 所） 京都府亀岡市大井町小金岐北浦 37 番地の 1 

花ノ木医療福祉センター地域交流棟 2 階 会議室 A 

  （社員総数）126 名 

 （出席者数）105 名（うち書面議決 99 名） 

  （審議事項）第 1 号議案 令和 4 年度活動計算書補正予算について 

         本件は賛成多数により、原案どおり可決承認 

 

（4）理事会の開催状況 

 第 1 回理事会 令和 4 年 4 月 23 日 

（審議事項） 第 1 号  令和 3 年度事業報告（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

       第 2 号  令和 3 年度活動計算書・貸借対照表（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

第 3 号  令和 4 年度活動予算書（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

第 4 号  役員改選について 

        原案どおり全員可決承認 

       第 5 号  令和 4 年度社員総会の開催について 

        令和 4 年 5 月 29 日に開催することで全員可決承認 

       第 6 号  定款変更について 

        原案どおり全員可決承認 

        可決事項 定款第 13 条 2 理事のうち、1 人を理事長、1 人以上 2 人以 

内を副理事長とする。 

 第 2 回理事会 令和 4 年 5 月 29 日 

（審議事項） 第 1 号 理事長の選定について 

        審議の結果、全員一致をもって伊藤修が理事長に選定され、被選定者は 

        その就任を承諾した。 

       第 2 号 副理事長の選定について 

        審議の結果、全員一致をもって向井純一、木村重之が副理事長に選定さ 

れ、被選定者はその就任を承諾した。 

 第 3 回理事会 令和 4 年 10 月 23 日 

（審議事項） 第 1 号 最低賃金改定による就業規則の見直しについて 

        原案どおり全員可決承認 

       第 2 号 活動サポーター事業について 

        契約者が抗原検査費用を負担することで全員可決承認 

       第 3 号 寄付金の使途について 

        本件は、定款第 44 条及び 47 条の規定に基づき、補正予算を編成するた 

 め臨時社員総会を開催することで全員可決承認。 

 



 

 

第 4 号 京花園の所在地について 

 原案どおり全員可決承認 

 可決事項 主たる事務所を京都府亀岡市大井町小金岐北浦 37 番地の 1 

におく。 

移転日 令和 4 年 11 月 30 日 

  第 4 回理事会 令和 5 年 3 月 29 日 

 （審議事項）第 1 号 令和 5 年度事業計画書（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

       第 2 号 令和 5 年度活動予算書（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

       第 3 号 就業規則一部改正（案）について 

        原案どおり全員可決承認 

       第 4 号 活動サポーターの課題について（案） 

        原案どおり全員可決承認 

       第 5 号 令和 5 年度第 1 回理事会及び令和 5 年度社員総会について 

        令和 5 年度第 1 回理事会は、令和 5 年 4 月 19 日開催 

        令和 5 年度社員総会は、令和 5 年 5 月 24 日開催 

        一部の正会員の出席と書面議決にて実施することで可決承認 


